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筑波スクエアダンスクラブ会則

昭和５６年１２月１９日制定

平成１２年 ２ 月 ５ 日改正

平成１７年 ２ 月１９日改正

平成２０年１２月１３日改正

令和３年４月１０日改正

令 和 ４ 年 ４ 月 ９ 日 改 正

１．名 称 本会は、「筑波スクエアダンスクラブ」と称し、英文名を “Tsukuba Square 
Dance Club” とする。 

２．事務所 本会は、事務所を会長宅に置く。

３．目 的 本会は、健全なレクレーションとしてのスクエアダンスを楽しむことを目的

とし、あわせてその普及と発展に寄与する。

４．事 業 本会は、前条の目的のために下記の事業を行う。

ⅰ) 例会 
ⅱ) 各種パーティー、研修会の開催 
ⅲ) 初心者講習会の開催 
ⅳ) その他目的達成のために必要な事業 

５．会 員 (1) 本会の会員は、正会員、連絡会員及び名誉会員とする。

(2) 正会員は本会の目的に賛同し、スクエアダンスの初心者講習会修了者及

びこれと同等と認められた者とする。

(3) 連絡会員は、本会の正会員がやむを得ない理由により例会への参加が困

難であるが、本会の各種情報を継続して得たい旨を役員会に申請し、認

められた者とする。総会における議決権、役員への就任などの権利は有

しない。

(4) 名誉会員は、本会の正会員がやむを得ない理由により例会への参加が困

難であるが、本会への功績が著しいとして役員会の提案に基づき、総会

の決議をもって推薦された者とする。総会における議決権、役員への就

任などの権利は有しない。会費等の納入を要しない。

(5) 入会する会員は所定の手続きをふみ、所定の入会金、会費等を納入しな

ければならない。

(6) １年以上欠席等連絡のない会員は自然脱会したものとみなす。

(7) 会員としての体面を汚し、または本会の目的、会則等に反する行為をし

た者は役員会の議を経て除名することができる。本規定により除名する

場合は、役員会の議決に先立ち、当該会員に通知し、弁明の機会を与え

なければならない。

６．役 員 (1) 本会は下記の役員を置く。

ⅰ) 会長 1 名 
ⅱ) 副会長 若干名

ⅲ) 総務 若干名

ⅳ) 会計 若干名

ⅴ) 指導 若干名

ⅵ) 監事 1 名 
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(2) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合には任務を代行する。 
(4) 総務は、本会が行う事業の企画、記録、広報及び会運営上の庶務等を担

当する。 
(5) 会計は、本会の会計を担当する。 
(6) 監事は、会計年度の末に会計監査及び業務監査を行い、監査結果を定例

総会に報告する。 
(7) 役員は総会で選出され、任期は 1 年とし、再任を妨げない。 

７．会 議 (1) 本会の会議は、総会、役員会及び役員幹事会とする。 
(2) 総会は、本会の最高決議機関であり、正会員で構成され、会長が召集す

る。定例総会は、年 1 回（原則２月）開催するものとし、必要に応じて

臨時総会を開催することができる。 
(3) 役員会は役員で構成され、会長が召集し、各種報告の受理及び会務に必

要な事項を審議決定する。定例役員会は原則として隔月開催とするが、

必要に応じて臨時役員会を開催することができる。 
(4) 役員幹事会は、会長、副会長１名、総務２名、会計１名及び指導２名の

計７名をもって構成する。幹事は役員の互選により選出する。役員幹事

会は、必要に応じて会長が招集し、役員会において委任された事項を審

議あるいは決定する。ただし、都合ある場合において、幹事の指名に基

づく代理人（役員に限る）の代理出席を妨げない。 
(5) すべての会議は、構成員の３分の１以上の出席がなければ開会すること

はできない。会議に出席できない場合は委任状にて出席にかえることが

できる。 
(6) 議決は、出席者の過半数とする。 

８．会 計 (1) 本会の経費は、入会金、会費、参加費、事業収入、寄付金、その他の収

入をもって充てる。 
(2) 入会金、会費及びこれらの納入方法は、細則で定める。 
(3) 参加費は、会費とは別に特別行事、または会場費、スナック等、必要に

応じて徴収する費用で、役員会の議を経て徴収することができる。 
(4) 会員以外の参加費は、細則で定める。 
(5) 夫婦、親子、兄弟姉妹会員の会費については、細則で定める。 
(6) 会計年度は毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わる。 

９．付 則 (1) 本会の細則については、役員会の議を経て別に定める。 
(2) 本会則の改定は、総会において出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。 
(3) 本会則は、昭和５７年１月１日から実施する。 
(4) 本会則は、平成１２年２月５日から実施する。 
(5) 本会則は、平成１７年２月１９日から実施する。 
(6) 本会則は、平成２１年１月１日から実施する。 
(7) 本会則は、令和３年４月１０日から実施する。 
(8) 本会則は、令和４年４月９日から実施する。 
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会計細則 
昭和５６年１２月１９日 制定・施行 

平成２０年１２月１３日 改正；平成２１年１月１日 施行 
平成２１年１月２４日  改正・施行 

令和３年４月１０日 改正・施行 
令和３年１２月４日 改正・施行 
令和４年４月９日 改正・施行 

 

(1) 入会金は、2,000 円とする。 

(2) 正会員の会費は 6 ヵ月で 5,000 円／人 とする。ただし、小中学生については半

額、学生（高校生～大学院生）については３割引とする。 夫婦会員の割引特典

は、特段定めない。 

(3) 連絡会員の会費は、年間 1,000 円／人 とする。連絡会員が例会に参加する時の

一日会費は 300 円とする。 

(4) 入会金の納入は入会時とする。連絡会員については、納入を要しない。 

(5) 会費は前期（1 ～ 6 月）及び 後期（7 ～12 月）の開始月に納入するものとす

る。途中入会の場合の会費については、役員会の議を経て別途定める。一年分一

括納入の場合は全額の 10％引きとする。 

(6) 会員以外の参加があるときは、1 回につき 200 円（役員会で 特に定める場合は、

500 円）を徴収できるものとする。ただし、アニバーサリー宣伝等での訪問時は

徴収を要しない。 

(7) 一旦納入された会費は原則として返金しないが、やむを得ない事情（長期出張、

転勤等）で退会する場合、納入済みの会費についての措置は、役員会の議を経て

別途定める。 

(8) 日本スクエアダンス協会、日本フォークダンス連盟等の講習会や研修会に参加す

る正会員への補助は、役員会の議を経て別途定める。 

(9) 予算計上されていない臨時支出は、役員会の議を経てその支出の合否を決定する。

緊急を要する臨時支出については、会長の判断によるが、直後の役員会での事後

承認を必要とする。 

(10) (6) において、前期あるいは後期の途中の月に入会する正会員については、その

期の会費は月 1,000 円とする。 

(11) 本会からの支出に際して、慶弔費、講師謝金、自宅のパソコンでの資料印刷等で

領収書の入手が困難な場合は、本会所定の支払証明書（別紙）で領収書に代える。 

(12) (11) において、自宅のパソコン等での資料印刷時の費用は１ページにつき 7 円

とする。なお、両面印刷の場合は、２ページ分とすることができる。 

(13) やむを得ない事情で、本会会計で立替払いをする場合は、予備費からの支出とす

ることができ、立替先からの支弁をもって予備費に返済する。ただし、この措置

は年度を越えて行うことはできない。 
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事業細則 
昭和５６年１２月１９日 制定・施行 

昭和６３年１月１日 改正・施行 
平成２０年１２月１３日 改正・施行 
平成２１年１１月７日 改正・施行 
令和３年４月１０日 改正・施行 
令和３年１２月４日 改正・施行 
令和４年４月９日 改正・施行 

 

(1) 本会の活動の拠点を竹園交流センター（〒305-0032 茨城県つくば市）に置く。 
 
(2) 本会は下記の上部団体に加盟参加し、その下での活動も行う。 
   ⅰ) 一般社団法人日本スクエアダンス協会 
   ⅱ) 一般社団法人日本スクエアダンス協会 関東甲信越統括支部 
   ⅲ) 竹園交流センターサークル代表者会議 
   ⅳ) 日本フォークダンス連盟茨城県支部 
   ⅴ) 北関東スクエアダンス連絡協議会 
   ⅵ) 茨城県スクエアダンス連絡協議会 
 
(3) 例会は、原則として、毎週土曜日に竹園交流センターで行う。 
 
(4) 初心者講習会は、原則として年 1 回行う。 

 
(5) 指導担当役員 ならびに、現在、例会または研修会等でコール、キュー、インスト

ラクトをしている正会員、外部研修会に参加し勉強している正会員でコーラー/

キュアー/インストラクター部（略称をコーラー部と称する。）を構成し、本会に

おけるスクエアダンス及びラウンドダンス、カントリーラインダンス等の指導を

担当する。コーラー/キュアー/インストラクター部の体制、運営、実施内容等は

同部ミーティング（コーラー部会）で決定し、役員会に報告する。 
 

(6) 本会以外の初心者講習会を卒業したスクエアダンサー あるいは 本会以外のスク

エアダンスクラブのスクエアダンサーが本会へ正会員として入会を希望する場合、

原則として、３ヵ月間は会計細則第６項に定める会員以外の参加者として参加し、

その後、役員会の議を経て所定の入会手続きをもって入会するものとする。ただ

し、前所属クラブの会長の推薦等があるときは、役員会の議を経て上記の期間を

短縮することができる。 
 

(7) 会則「５．会員」の第６項に定める所定の手続きに係る様式は、別紙１（新規入

会用）ならびに 別紙２（継続入会用）とする。 
 
 



筑波SDC 支払証明書

支出請求書
請求者氏名 氏名記入 合計金額￥

受領印  or  サイン

科目 数量 単価 金額 備考

            年      月      日

品　　　名

★　品名欄は出来るだけ詳しく記入して下さい。

　　筑波スクエアダンスクラブ 御中　　



2009年） 筑波SDC 入会申込書 [新規] No.

性 別 ：ふりがな：

名前：
誕生日： 年

月 日
住所： 電話番号：( * = 029 )〒

FAX番号：( * = 029 )
E-mail：

E-mail アドレス → 会員名簿への掲載を希望しないとき、×印をしてください ⇒ (　　）

携帯電話： 携帯電話番号 → 会員名簿への掲載を希望しない
とき ×印をしてください ⇒ (　　）

勤 務先・学校

電話番号： FAX番号

クラブバッジ：　　　既所有　/ 新規製作希望 （入会時無料 ； 再希望時有料）
新規作成時のバッジ名： →

初心者講習会：

Ｓ協会員番号：
日本FD連盟会員番号：

指導者　級・番号：
会計担当記入欄 (修正・入金日など)

会費 (内訳 )：

会費
入会金

入会金
Ｓ協

会費
日連

更新料

合計

備 考 ：

年

Ｓ協会員番号：

Ｓ協ライセンス：



009年） 筑波SDC 入会申込書 [継続] No.

性 別 ：ふりがな：

名前：
誕生日：

月 日
住所： 電話番号：( * = 029 )〒

FAX番号：( * = 029 )
E-mail：

E-mail アドレス → 会員名簿への掲載を希望しないとき、〈 〉内に×印をしてください ⇒ (　　）

携帯電話： 携帯電話番号 → 会員名簿への掲載を希望しない
とき、〈 〉内に ×印をしてください ⇒ (　　）

勤 務先・学校

電話番号： FAX番号

クラブバッジ：　　　既所有　/ 新規製作希望 （入会時無料 ； 再希望時有料）
新規作成時のバッジ名： →

初心者講習会：

Ｓ協会員番号：
FD連盟会員番号：
指導者　級・番号：

会計担当記入欄 (修正・入金日など)

会員種別：
 (　)内に○を
　正 会 員(　　)
　連絡会員(　　)
　

　会費(内訳)： 

会費

入会金

正 ・1年＝9,000円；
正 ・半年＝5,000円；

学生・1年＝6,300円；学生・半年＝3.500円；
小中・1年＝4,500円；小中・半年＝2,500円；

連絡 = 1,000円 

入会金
Ｓ協

会費
日連

更新料

合計 円

備 考 ：

 2

Ｓ協会員番号：

Ｓ協ライセンス：
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筑波スクエアダンスクラブ運営方針 

 私ども筑波スクエアダンスクラブの運営（例会）は、 

①  スクエアダンス／ラウンドダンス／カントリーラインダンスを楽しむクラブ

であること； 

②  会員すべてが運営に携わるクラブ活動であり、カルチャーセンターのような

「教える人－教わる人」の関係の活動ではないこと； 

③  ダンスプログラムは基本的に、ＳＤは Ｂ, ＭＳ, P ； ＲＤは ｐｈ２, ｐｈ３

 という基本的な姿勢で活動します。  

 Ａ ,Ｃのダンスプログラムにつきましては、有志が別のクラブ（つくばＡＣ 1）

を組織し活動しています。 

 

 

「筑波スクエアダンスクラブ」について これまでの経緯（概要） 

筑波スクエアダンスクラブは、茨城県下に最初に創設されたクラブとして、まず

はつくば市をはじめとして茨城県下にスクエアダンスを広めることが第１であると

の観点から、クラブ自身の基礎を固め、次いで 県下各地でのスクエアダンスの展

開・普及の活動をリードするという意味合いで、広く県下から参加者を募っての合

宿研修会を開催してきました。また、夏場には、定例の会場（竹園交流センター）

から冷房が完備している「筑波ハム・レストラン自然味工房」に会場を移して、食

事をしながらのダンス「暑気払いパーティー」（８月に開催するときは「残暑お見

舞いパーティー」）と称するパーティーを企画し、この企画にも県下を中心に広く

参加者を募って、スクエアダンスの普及発展に資する活動をしてきました。 

そして、創立１５周年を迎えるころ、つくば市内に新しく各種室内スポーツ用施

設「カピオ」が完成する機会をとらえ、筑波ＳＤＣを広く紹介しよう … とのこと

で、１５周年を記念して第１回のアニバーサリーパーティーを開催しました。 

 
1 つ くばＡ Ｃ  ：  1980 年代後半になって アドバンスやチャレンジのダンスプログラムに対

するＳＤ熱が高まり、首都 圏を中心にアドバンス以上のダンスプログラムを楽しむダンサー

が増えてきました。筑波ＳＤＣでも 1995 年ころから有志 20 数名が集まって月１回の頻

度でアドバンスの勉 強会を非公開で 行ってきまし た。 その勉強会を公開し て誕生したのが 

"つくばＡＣ" です。 
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その後も県下への普及活動・交流活動について、合宿研修会や暑気払いパーティー

などを利用して行うこととし、アニバーサリーパーティーは、毎年ではなく５年ご

と開催することとしております。 

なお、合宿研修会（2019 年度の研修会から“宿泊研修会”に名称変更）につい

ては、2008 年度（平成 20 年度）ころから、筑波ＳＤＣが担ってきた県下各クラ

ブをリードする役割は終えた、との認識から他クラブへの呼びかけは行わず、クラ

ブ内行事として実施することとするよう方向を修正しました。 

当初、筑波スクエアダンスクラブのダンスプログラムは、ＳＤがＢとＭＳ、ＲＤ

が ph2（特別例会として、ＳＤがＰ、ＲＤが ph3）として運営してきましたが、

2021 年（令和 3 年）から定例例会に Ｐ および ph3 を含めることとし、特別例

会の位置づけを廃止しました。 また、東京からいささか離れたつくばの地に、Ｂ か

ら Ｃ３ までのダンスプログラムを楽しむクラブ <「筑波スクエアダンスクラブ」

および「つくばＡＣ」> があり、しかも男女比のバランスがいいという点は、「筑波

スクエアダンスクラブ」があっての成果、ということで、"筑波スクエアダンスクラ

ブの現状紹介" のひとつとして、これまではアニバーサリーパーティーで紹介して

きました。 

 

【改定履歴】 

 2013（H25）/2/2 総会で承認 

 2014（H26）/5/24 つくば AC に係る説明の簡素化 

 2021（R03）/12/4 定例例会に P, ph3 を含めることとし、特別例会を廃止する 

 2022（R04）/4/9 事業細則改定に伴う字句修正  

 



 
 

平成２３年６月１８日 

令和４年４月９日 改 

クラブ間交流・所属変更・会員のモラルに関するガイドライン 

筑波スクエアダンスクラブ 

制定の目的： 

(1) 筑波スクエアダンスクラブ (以下、"クラブ" と呼称します) の会員としての誇りと運営協

力・帰属意識の高揚。 

(2) スクエアダンス 
1 を楽しむ他のクラブやグループなど および Ｓ協や日連などの組織 (以

下、"他クラブ" と呼称します) の活動（例会、研修会、講習会、パーティー、ジャンボリー、

コンベンションなど）への参加・交流促進の奨励。 

(3) 会員の状況変化（例会場からの距離・便利さ、住所・勤務先の変化など）に対応するスクエ

アダンス活動継続の支援。 

内容： 

＜会員＞ 

１） クラブは、他クラブの活動への積極的な参加・交流促進を奨励します。 

２） クラブの会員は、参加・交流促進に際して、クラブバッジ着用を原則とし、クラブの会員

としての誇り、自覚を持って行動します。 

３） クラブ会員は、他クラブの活動に対して恒常的に参加を希望する場合、会長に連絡します。 

４）クラブ会員は、状況変化により他クラブへの移籍を希望する場合、事前に会長に届け出ま

す。2 

５）クラブは、会員のスクエアダンス 
3 活動継続の支援のため情報の提供等必要な協力を行い

ます。 

＜役員・コーラー部所属会員＞ 

６）クラブ役員やコーラー部所属会員（主要スタッフ）は、他クラブの運営活動 
4 へ参加する

場合、クラブの運営に支障が出ないよう配慮します。 

７）クラブは、クラブコーラー・キュアーが他クラブからの要請など、外部でのコール・キュ

ーの機会があった場合、技術の向上等の場ととらえ、積極的な出演を奨励します。この場

合、クラブコーラー・キュアーは、会の運営に支障が出ないよう配慮します。 

８）クラブ役員やコーラー部所属会員（主要スタッフ）は、合同講習、合同パーティーなど他

クラブと共同で実施する行事に関して、役員会の意向を受けて行動します。 

以上 

【改定履歴】 

2011(H23)/6/18 制定 
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1  クラブで対象としているダンスプログラムとし、また、クラブで対象としているラウンドダンス等も含みます。 
2  移籍後も、感謝の念と友好関係を重視し、お互いに交流が可能な良好な人間関係の維持を第一に行動します。 
3  クラブで対象としているダンスプログラムとし、また、クラブで対象としているラウンドダンス等も含みます。 
4  他クラブでの恒常的なクラブ運営や指導（コール、キューなど）を指します。 
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